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低所得世帯支援給付金
（拡大分）のお知らせ

第２期　越生町いのちを支える
自殺対策計画についてご意見を

募集します
　町では、一人ひとりがかけがえのない命の大
切さを考え、ともに支え合う地域社会の実現の
ため、「越生町いのちを支える自殺対策計画」を
策定しています。
　５か年計画の更新の時期を迎えるため、第２
期計画を策定することになりました。
　このたび、素案がまとまりましたので、町民
のみなさんからのご意見を募集します。

閲覧・募集期間
　１月２９日（月）～２月２２日（木）
閲覧場所及び時間
　健康福祉課窓口
　平　日　午前８時３０分～午後５時
　土曜日　午前８時３０分～正午
　保健センター窓口
　平　日　午前８時３０分～午後５時
　※町ホームページでもご覧になれます。
意見提出方法
　窓口にある意見記入用紙（町ホームページか

らもダウンロードできます）に必要事項を記
入のうえ、提出期間内に持参または郵送して
ください。

　Ｅメールによる提出も可能です。
意見提出先
　〒 350-0416 越生町大字越生９１７
　越生町保健センター
　お hokencenter@town.ogose.saitama.jp

あ健康福祉課　保健予防担当
　う２９２- ５５０５

　越生町では、物価高騰の負担感が大きい低所
得世帯への負担軽減を図るため住民税非課税世
帯等に対して、１世帯あたり７万円を支給します。
対象世帯
①令和５年１２月１日現在、越生町に住所があ

る方で、令和５年度住民税均等割が非課税の
世帯（住民税均等割が課税されている方の扶
養親族等のみで構成されている世帯を除く）

②令和５年１月以降の家計急変世帯
※予期せず令和５年１月以降の収入が減少し、

同一世帯に属する方全員が①の世帯と同様の
事情にあると認められる世帯

※所得があるにもかかわらず未申告の場合や、
他の自治体から同様の給付金を受給されてい
る場合等は支給対象となりません。

給付金の額
　１世帯あたり７万円
申請方法
①の世帯については 2 月上旬頃「支給案内通知」

または「確認書」を送付しています。
　 支給案内通知が届いた方
　　手続きの必要はありません。（辞退する場

合や、振込口座の変更がある場合は、２月
２０日までに届出てください）

　 確認書が届いた方
　　内容を確認し、必要事項を記入のうえ提出

してください。
②の世帯については、申請が必要です。申請書

は健康福祉課窓口にて配布及び町ホームペー
ジに掲載しています。

確認書・申請書提出期限　３月１５日（金）
※非課税世帯にもかかわらず通知が届かない場

合や、家計急変世帯に該当するかどうかわか
らない場合等ご不明な点は、お問い合わせく
ださい。

あ健康福祉課　福祉担当　う内線１１２・１１３

おかげさまで

創業１００周年
長い間のご愛顧に心より感謝申し上げます

低温はんだ・鉛フリーはんだ・七宝製品の

株式会社青木メタル
本社 東京都板橋区成増 3-25-1 TEL：03-3930-1191

埼玉工場 埼玉県入間郡越生町堂山１７８ TEL：049-292-4111

青木メタル埼玉工場で
働いてみませんか

数時間勤務のパート、
フルタイム勤務の正社員、
働き方は自由に決められます

お気軽にお問い合わせください
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　運動サポーターによる体操教室を下記の通り実施しています。

内　容：演歌を利用した体操（エンカサイズ）、ストレッチやレクリエーションなど
費　用：無料
持ち物：飲み物・体育館シューズ・タオルなど
◎申込みは不要です。直接会場へお集まりください。また、会場によって終了時刻が前後することも
ありますのでご了承ください。

あ越生町地域包括支援センター　う２９２- ５５０５

リフレッシュ体操教室のお知らせ

会場 対象地区 曜日 時間

やまぶき公民館

越生東１・越生東２・如意・しらさ
ぎ・如意東・鹿下・大谷・古池・黒岩・
河原・新宿・上町・仲町・本町・上台・
西和田

第１～４
木曜日

午後１時 30分～
午後２時 30分

地域交流センター 上野１・上野２・唐沢・上野東 第１・２
木曜日

午後１時 30分～
午後２時 30分

梅園コミュニティ館 津久根・小杉・麦原・上谷・成瀬・堂山・
龍ケ谷・大満・黒山

第１・３
水曜日

午前 10時～
午前 11時

越生町中小企業退職金共済掛金
補助制度について

１月　薬講話のお知らせ
　毎月、リフレッシュ体操教室の中で、栄養や
口腔など幅広い講話を実施しています。８月に
も薬講話をしていただきましたが、２回目の講
話を行う予定です。お気軽にご参加ください。

日程　１月２３日（火）
時間　午後１時３０分～３時
会場　地域交流センター
※講話のあとは、体操を行います。

あ越生町地域包括支援センター
　う２９２- ５５０５

中小企業退職金共済制度に加入している事業主
に対し、加入従業員数に応じて掛金の一部を３
年間補助します。
【対象期間】令和５年１月～１２月
【申請期限】２月２９日（木）
【申請書類】産業観光課窓口のほか、町ホームペ

ージにも掲載しています。
※詳細は、町ホームページをご確認ください。

あ産業観光課　観光商工担当　
　う内線１４７

▲越生町ホームページ
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